
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税の周知文                      

Ｑ：相続税の申告案内が見直されたのに併

せて、相続税の周知文が送付されていると聞

きました。相続税の周知文ってどんなものな

のですか？                                        

                                              

Ａ：次のようなものです。 

【解説】 

相続税の周知文とは、相続税の課税ベース

が拡大されたことに伴い、相続税の課税が見

込まれる人に対して、相続税の周知・広報を

目的として送付されるものです。 

したがって、相続税の申告が必要かどうか

の判定を勧めるためのものですから、特にそ

の結果を相続税の申告案内にある相続税の申

告要否検討表のように提出を検討しなければ

ならないというものではありませんので、特

に何かを提出する必要はないのですが、一応、

税務署では相続税がかかるのではとみられて

いるということですから、その要否は確認し

ておくべきでしょう。 

なお、相続税の申告案内と相続税の周知文

の違いは、相続税の申告案内が相続税の課税

が見込まれる者に対して送付されるものに対

して、相続税の周知文は相続税の申告義務が

生じる可能性がある者に送付されるものです

から、その申告義務の見込みの程度が違うと

いうことがいえます。 

また、相続税の申告案内が相続税の申告期

限の４ヶ月前を目途に送付されるのに対し、

相続税の周知文が相続税の申告期限の３ヶ月

前を目途に送付されるという点でも違いがあ

ります。 
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